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1  スケジュール 

平成28年度（仮称）吹田市自転車利用環境整備計画策定会議 スケジュール 

備考

計画案に対する意見募集期
間

成果品報告

１１月９月

計画案の説明

１０月

国、府、吹田市の現状、ア
ンケート調査概要、基本理
念・方針、目標の説明

１２月

平
成
2
8
年
度

第１回会議

第２回会議

パブリック
コメント

第３回会議

会議準備

１月 ２月 ３月



2  本日の審議について 

１ 計画の基本理念（案）、基本方針（案） 
  について 
 
２ 計画の目標項目（案）について 
 
（※上記の内容は本日の審議を経て内容を決定するものです。） 

◆本日ご審議いただきたいこと 



3  目次 

１ 国、大阪府、吹田市における自転車に 
  係る現状について 
 
２ アンケート調査結果の概要について 
 
３ 吹田市における自転車の現状と課題について 
 
４ 基本理念（案）、基本方針（案）について 
 
５ 目標項目（案） 



4  吹田市自転車走行環境整備計画策定会議について 

◆本日の会議開催目的 

○｢はしる｣｢まもる｣｢とめる｣｢つかう｣の４本の柱を軸に、総合的な自転車対策を 
 進めている。 
○自転車の利用者が増加する一方で、危険運転等が問題 
  自転車と歩行者の事故が社会問題に → 歩行者と自転車の安全対策が必要 
○「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン改定版（H28.7）」 
                       （国土交通省・警察庁） 
 → 国のガイドラインに基づいた自転車走行環境整備を中心とした自転車利用 
   全般に関する計画が必要 

◆背景 

○国のガイドライン等を踏まえた吹田市における自転車利用環境整備計画の策定 
 に向けて、主に以下に挙げる内容等について議論する 

①国、大阪府、吹田市の自転車利用実態等の現状 
②（仮称）吹田市自転車利用環境整備計画の基本理念（案）、基本方針（案）、      
目標項目（案）について 



5  自転車を取り巻く社会状況 

○経済的かつ時間的に優位 

○健康志向の高まり      
○環境問題への意識の向上 

○自転車の無秩序な走行、自転車事故が 
 クローズアップ 
 （特に自転車対歩行者の事故） 
○自転車が加害者となり、高額賠償を請 
 求されるケースも増加 

○安全で快適な自転車の走行空間の確保 
 が必要（歩行者・自転車の安全確保） 
○自転車利用のルール・マナーの周知・ 
 徹底が必要 

自転車の 
交通利用 
が増大 

＜自転車での加害事故例＞ 
男子小学生(11歳)が夜間、帰宅途中
に自転車で走行中、歩道と車道の区
別のない道路において歩行中の女性
(62歳)と正面衝突。女性は頭がい骨
骨折等の障害を負い、意識が戻らな
い状態となった。 

損害賠償額：約９５００万円 
(平成25年7月 神戸地裁) 
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【安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成24年11月）】 

◆目的：各地域において、道路管理者や都道府県警察が自転車ネットワーク計画 
 の作成やその整備、通行ルールの徹底等を進めること 

◆提示されている主なポイント 
Ⅰ．自転車通行空間の計画 
 ○計画目標の設定、自転車ネットワーク路線の選定、整備形態の選定など 
 ○車道通行を基本とした整備形態の選定の考え方、目安 
Ⅱ．自転車通行空間の設計 
 ○各整備形態における設計の基本的な考え方（分離工作物、幅員、路面表示等） 
 ○交差点部における設計の考え方、自転車専用通行帯の対応案 
Ⅲ．利用ルールの徹底 
 ○全ての利用者へのルール周知、ルール遵守のインセンティブの付与、指導取締り             
Ⅳ．自転車利用の総合的な取組 
 ○駐停車・駐輪対策、利用促進策など 

平成28年７月の主な改定内容 

①段階的な計画策定方法の導入   ②暫定形態の積極的な活用 
③路面表示の仕様の標準化     ④自転車道は一方通行を基本 

 自転車に関する国の動向の変化① 



7  自転車に関する国の動向の変化② 

＜自転車通行空間の整備形態＞ 

自転車道（川崎市） 

自転車専用通行帯（尼崎市） 

車道混在（枚方市） 



8  自転車に関する国の動向の変化③ 

＜法定外路面表示の仕様例＞ 

自転車のピクトグラムの例 

矢羽根型路面表示の夜間視認性向上策の例 
ピクトグラムを設置した例

（さいたま市） 
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大阪府自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（平成28年4月） 

◆目的 
 大阪府内では、平成27年の自転車事故の死者数が大幅に増加し、また、自転 
 車が加害者となる交通事故によって、死者や重篤な後遺障害が生じ、高額な 
 賠償請求事例も発生している。 
 このような問題は、大阪府域全体の共通課題となっていることを踏まえ、自 
 転車の安全で適正な利用を大阪府、府民、関係者が一丸となって促進するた 
 め、条例を制定。 

◆条例の４本柱 

 ①自転車保険の加入義務化 

 ②交通安全教育の充実（学校・家庭・職場） 

 ③自転車の安全利用 
  （高齢者のヘルメット着用、自転車の点検及び整備、反射器材の装着） 

 ④交通ルール・マナーの向上 
  （車道左側通行、歩道は歩行者優先、交差点での一時停止と安全確認、 
   信号遵守、ライト点灯） 

 自転車に関する大阪府の動向① 



10  自転車に関する大阪府の動向② 

大阪府自転車通行空間法定外表示 実施要領（平成25年4月） 

 府民の誰もが分かりやすく安全に利用できる自転車通行環境の形成をめざし、 

 自転車の通行位置の法定外表示のデザイン・設置等の標準的な考え方を提示 



11  吹田市の上位計画・関連計画① 

○市総合計画その他において、自転車に関する方向性が示されている。 

吹田市第３次総合計画（H18.3） 

◆将来像 
 人が輝き、感動あふれる美しい都市 すいた 

◆施策の大綱 
 ①すべての人がいきいき輝くまちづくり 
 ②市民自治が育む自立のまちづくり 
 ③健康で安心して暮らせるまちづくり 
 ④個性がひかる学びと文化創造のまちづくり 
 ⑤環境を守り育てるまちづくり 
 ⑥安全で魅力的なまちづくり 
 ⑦活力あふれにぎわいのあるまちづくり 

＜自転車に関する記述等＞ 
歩行者・自転車優先のまちづくりを掲げている。 
○歩行者や自転車が優先される交通環境の整備 
○自転車が安全で快適に利用できる交通機能の充実 
 ・自転車歩行者道の整備やネットワーク化 
 ・駅周辺での自転車駐車場の整備 
 ・自転車利用者のマナーの向上 
 ・レンタサイクルの活用推進 

吹田市第２次環境基本計画（H27.3） 

◆基本理念 
 ○安全で健康かつ快適な生活を営むことのでき 
  る良好な環境を確保する 
 ○エネルギーや資源を大切に使い、循環する社 
  会をめざす 
 ○市民、事業者、行政の協働で、持続可能な社 
  会づくりを進める  

◆望ましい環境像 
 みどりと水 光と風 地域からはぐくむ 
            環境先進都市すいた 

＜自転車に関する記述等＞ 
市民・事業者との連携・協働により自動車依存生活から
の脱却を目指し、自転車利用や歩いて暮らせるまちづく
りを推進 



12  吹田市の上位計画・関連計画② 

◆まちづくりの基本理念 
 ○暮らしに安心と快適性をもたらす定住のまち 
  づくり 
 ○誇りと愛着の持てる活力あるまちづくり 

◆都市空間の将来像 
 ○地域ごとの特徴ある拠点市街地の形成 
 ○都市間・拠点市街地間のネットワークの形成 
 ○人と自然の共生空間の形成 

＜自転車に関する記述等＞ 
○歩行者や自転車等の安全で快適な交通の確保 
 ・自転車利用者に対する利用環境整備を進めるなど、 
  歩行者や自転車等を優先した安全で快適に利用でき 
  るみちづくりを推進 
○公共交通等の整備及び利用促進 
 ・交通結節点となる鉄道駅周辺などにおいては、必要 
  に応じて自転車駐車場を整備 

吹田市都市計画マスタープラン
（H27.3） 

＜都市空間の将来像図＞ 
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○パーソントリップ調査における自転車
分担率の17.8％は､大阪府平均の
22.5％を下回っているが、国勢調査
の通勤・通学における自転車利用の分
担率をみると、全国でも上位（人口
10万人以上の268都市中で39位）
に位置しており、自転車利用が多い都
市と言える。 

 自転車利用と取組みの現状【はしる】 

＜代表交通手段の分担率の推移＞ 

＜通勤・通学の代表交通手段における 
     自転車の分担率の比較(H22)＞ 

自転車の利用状況（代表交通） 

出典：平成22年国勢調査結果より集計 

（人口10万人以上の268都市中の順位：黄色は大阪府の自治体） 

自転車
（代表交通
手段）

鉄道・電車
及び自転車

（端末交通手段）

自転車
（代表交通手段＋
端末交通手段）

① ② ①＋②

1 門真市 大阪府 34.2% 6.6% 40.9%

2 守口市 大阪府 32.4% 8.3% 40.7%

3 東大阪市 大阪府 30.6% 5.7% 36.2%

4 尼崎市 兵庫県 28.6% 7.4% 35.9%

5 八尾市 大阪府 29.4% 6.5% 35.9%

6 松原市 大阪府 28.1% 6.9% 35.0%

7 大東市 大阪府 28.5% 6.4% 34.9%

8 大阪市 大阪府 27.8% 5.9% 33.6%

9 伊丹市 兵庫県 26.9% 5.8% 32.7%

10 寝屋川市 大阪府 23.6% 8.1% 31.7%

11 戸田市 埼玉県 21.7% 8.8% 30.6%

12 茨木市 大阪府 21.2% 8.6% 29.8%

13 草加市 埼玉県 20.8% 9.0% 29.8%

14 三鷹市 東京都 19.5% 9.9% 29.5%

15 小平市 東京都 20.1% 9.3% 29.3%

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ （中略） ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

36 岸和田市 大阪府 18.4% 5.8% 24.2%

37 羽曳野市 大阪府 18.2% 5.7% 23.9%

38 浦安市 千葉県 13.7% 10.2% 23.9%

39 吹田市 大阪府 17.2% 6.3% 23.5%

40 ふじみ野市 埼玉県 15.1% 8.2% 23.4%

順位 市町村名 都道府県

出典：近畿圏パーソントリップ調査 
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千里丘
岸辺

吹田［ＪＲ］
相川
正雀

吹田［阪急］
豊津

関大前
千里山
南千里

山田［阪急］
北千里
桃山台

緑地公園
江坂［北大阪］
山田［大モ］

万博記念公園
宇野辺

公園東口
阪大病院前

江坂［地下鉄］
合計

バス 自家用自動車 タクシー 自動車類 自動二輪 自転車 徒歩 その他

○鉄道利用における端末交通手段としての自転車分担率を見ると、平地に位置
するＪＲ吹田、ＪＲ岸辺、阪急正雀が20％を超えており、高くなっている。 

 自転車利用と取組みの現状【はしる】 

＜駅別端末交通手段の分担率（H22）＞ 

自転車の利用状況（端末交通） 

出典：近畿圏 
   パーソントリップ調査 
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○万博公園外周道路(②)において、大阪府が
自転車道(道路交通法上の規制無し)を整備 

○吹田東高校前(③)で自転車レーン(矢羽根＋
矢印＋自転車マーク)を整備 

○千里山駅跨線橋(④)と阪大入口付近(①)で
車道左側に矢印＋自転車マークを設置。 

 自転車利用と取組みの現状【はしる】 

＜自転車通行空間    
整備状況＞ 

自転車通行空間整備状況 

① ② 

③ ④ 

① 

② 

③ 

④ 



16  自転車利用と取組みの現状【はしる】 

○市内幹線道路において、自転車が車道左
側通行をする場合、路肩や停車帯などの
余裕が１ｍ以上ある道路（街渠を含む）
は少ない状況である。 

車道左側の状況（側方余裕） 

車道左側に余裕がある道路の例 車道左側に余裕がない道路の例 
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 自転車利用と取組みの現状【まもる】 

○自転車関連事故は平成27年に258件発生しており、平成19年から半分以下に
減少している。 

○全交通事故に占める割合は25％となっており、全国の18％と大阪府の30％の
概ね中間となっている。また、平成19年の30％から５％減少しており、近年、
微減傾向にある。 
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大阪府

吹田市

全国

＜吹田市における 
  自転車関連事故件数の推移＞ 

＜全事故に占める自転車関連事故       
        の割合の推移と比較＞ 

自転車関連事故の状況（件数等） 

出典：大阪の交通白書 
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 自転車利用と取組みの現状【まもる】 
＜自転車関連事故発生位置図(H27)＞ 

自転車関連事故の状況（発生箇所） 

出典：大阪府警察ＨＰの 
   事故発生マップから 
   地図上に転写 

○平成27年の自転車関連事故の発生位置を
見ると、その多くは幹線道路上で発生し
ている。 

○江坂駅周辺やＪＲ吹田駅南側、国道479
号で事故が多く発生している。 
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 自転車利用と取組みの現状【まもる】 

○幹線道路に出てくる自動車との出会い頭事故の場合、左側通行（順走）と右側通
行（逆走）を比較すると、左側通行（順走）の方が事故の件数や発生率が低く、
安全性が高くなっている。 

 

出会い頭 
事故 

車道（左側通行） 
０件（―） 

車道（右側通行） 
8件（1.5） 

歩道（車道寄り） 
９件（0.032） 

歩道（建物寄り） 
30件（0.73） 

歩道（車道寄り） 
16件（0.031） 

歩道(建物寄り) 
16件（0.087） 

逆走 順走 
2002～2005年（４年間）の事故件数 
（東京国道事務所提供データより作成） 
図中（ ）内の数字は事故発生率（件/100万台） 
※交通量を加味して、仮に100万台通行した時
に事故に遭う件数を算出 

幹線道路と細街路との交差点における自転車と自動車との出会い頭事故の発生状況 

出典：金子､松本､簑島：自転車事故発生状況の分析 土木技術資料51-4（2009） 
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○「交通事故をなくす運動」吹田市推進協議会による事業として、自転車のルー
ルの遵守・マナーの向上のため、安全教育・啓発活動について様々な取組みを
実施している。 

 自転車利用と取組みの現状【まもる】 

①春と秋の全国交通安全運動（啓発活動） 
 ・街頭啓発、安全教室、講習会など 
②広報啓発活動の推進 
 ・市報、ＨＰ、ポスター、チラシ 
③児童・園児に対する交通安全教育 
 ・講話及び自転車の正しい乗り方を実践指導 
  （小学３・４年生 36回） 
④交通安全指導の実施 
 ・交通安全に関する講話及びビデオの視聴に 
  より実施 
  （高校生、高齢者、事業所を中心に実施） 
⑤その他の取組み 
 ・交通安全こども自転車大阪府大会への参加 
 ・ＰＴＡ生活部会での交通安全教育 

スケアードストレートの実施 
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○総合的自転車対策事業として、自転車
駐車場管理、レンタサイクル、放置防
止指導、移送（撤去）、保管・返還・
処分を一元化して同じ業者に委託する
方式を平成20年度から実施しており、
放置自転車の削減を図っている。 

 自転車利用と取組みの現状【とめる】 

総合的自転車対策事業 

●各事業を統合して一元化 
●自転車総合窓口(自転車ｺｰﾙｾﾝﾀｰ)を設置 
●放置自転車等管理システムを導入 
●地域型交通マナーアップ講習会を実施 

自
転
車
駐
車
場
管
理 

レ
ン
タ
サ
イ
ク
ル 

放
置
防
止
指
導 

移
送
（
撤
去
） 

保
管
・
返
還
・
処
分 

地
域
型
交
通 

マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
講
習
会 

自転車コールセンター 

放置自転車等 
管理システムで通信 

総合的自転車対策事業 
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○市営駐輪場が11駅で30ヶ所、約２万台分整備されてお
り、利用率は約８割と高く、一部の駐輪場(ＪＲ吹田駅､
江坂駅)では利用率が100％以上。 

○さらに、(財)自転車駐車場整備センターにより３駅で
10ヶ所、約７千台分が整備されている。 

 自転車利用と取組みの現状【とめる】 

＜市営駐輪場の収容台数および利用台数と利用率＞ 

機械式地下駐輪場（阪急南千里駅） 

駐輪場の整備及び利用状況 

階層式駐輪場（ＪＲ吹田駅） 

階層式駐輪場（阪急山田駅） 
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○放置禁止区域内における放置自転車台数は、年々減少しており、平成19年度
の約１割にまで減少している。 

 自転車利用と取組みの現状【とめる】 

＜放置自転車台数の推移（午後）＞ 

放置自転車の状況 

＜放置自転車台数の調査概要＞ 
・同一日に2回調査し、午前は9時から、午
後は２時から実施。 

・市内外の駅付近15箇所で実施。 
 北千里、阪急山田、南千里、桃山台、宇
野辺（茨木市）、千里山、関大前、豊 
津、阪急吹田、阪急相川（大阪市）、江
坂、JR吹田、岸辺、正雀、万博記念公園 

1,978 

213 

放置自転車のようす（正雀駅付近） 
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○放置防止対策として、放置防止指導員の配置や放置自転車等の移送（撤去）を
行っている。移送台数（＝放置台数）は年々減少しており、ピークの平成12
年度の半分以下となっている。 

 自転車利用と取組みの現状【とめる】 

＜放置自転車等の移送回数及び移動台数の推移＞ 

放置自転車等の移送(撤去)の状況 

31,753 

12,389 



25 

○通勤・通学時の市民の利便性にも寄与しなが
ら、駅周辺における自転車等の放置を抑制し、
駅周辺の良好な環境の確保及びその機能低下
を防止することを目的としている。 

○自転車駐車場で自転車を貸し出している。 
○７駅125台で実施しており、利用できる駅・
台数の増加に伴い利用者も増加してきたが、
近年は利用者が概ね横ばいとなっている。 

 ※７駅：江坂､阪急山田､豊津､北千里､ 
     関大前､阪急吹田､桃山台 

 自転車利用と取組みの現状【つかう】 

年度 準備 

台数 

利用者数 

１ヶ月 ３ヶ月 合計 

H15 60 18 9 27 

H16 60 110 44 154 

H17 70 170 98 268 

H18 90 193 123 316 

H19 95 215 123 338 

H20 105 321 133 454 

H21 125 314 156 470 

H22 125 293 175 468 

H23 125 372 195 567 

H24 125 303 223 526 

H25 125 324 204 528 

H26 125 345 208 553 

H27 125 293 219 512 

＜レンタサイクルの利用状況＞ 

レンタサイクルの状況 
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○市営駐輪場の利用者、市内３高校の２年生、３中学の２年生を対象に自転車利
用に関するアンケートを実施した。市ＨＰでＷＥＢアンケートも実施した。 

 アンケート調査結果の概要 

配布枚数 回収枚数 回収率 

市民アンケート 

（市営駐輪場） 
4000枚 1005枚 25.1％ 

高校生アンケート 1180枚 1061枚 89.9％ 

中学生アンケート 600枚 499枚 83.2％ 

ＷＥＢアンケート － 62件 － 

計 5780枚 2627枚 44.4％ 

◆実施日：平成28年1月13日～29日 
   （ＷＥＢアンケートは１月18日～29日） 
 
◆回収サンプル数：下表参照 

アンケートの実施概要と回答者属性 



27  アンケート調査結果の概要【はしる】 

○一般市民（駐輪場利用）の約４割、高校生の約３割が電動アシスト自転車の利
用が多い。 

＜利用自転車の種類＞ ＜自転車の利用頻度＞ 
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折りたたみ自転車 レンタサイクル その他
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一般市民（N=979)

WEB(N=60)

高校生(N=1016)

中学生(N=488) 

ほぼ毎日 １週間に３～４日 １週間に１から２日 １ケ月に数回 利用しない その他

アンケートの結果概要 
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他の交通手段がない

その他

○一般市民（駐輪場利用）は、｢通勤｣が約６割と最も多く、次いで｢買い物｣とな
っている。高校生は当然｢通学｣がほとんどを占めるが、中学生は、｢その他｣｢買
い物｣｢娯楽｣が多くなっている。 

○自転車を利用する理由は、｢目的地に早く着く｣｢手軽に利用できる｣｢経済的｣の
順に多くなっており、｢早い｣｢手軽｣｢安い｣特長が指示されている。 

 アンケート調査結果の概要【はしる】 
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中学生(N=479) 

通勤 通学 買い物 仕事 子供の送り迎え 娯楽 健康づくり 通院 その他

＜自転車利用の目的＞ ＜自転車利用の理由＞ 
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○一般市民（駐輪場利用）の約７割は利用主目的における移動距離が２km以下と
なっており、利用距離は比較的短い。 

○利用ルートの選定は、｢時間的に早い｣｢移動距離が少ない｣が突出して高い。 

 アンケート調査結果の概要【はしる】 
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＜自転車利用の移動距離と時間＞ ＜自転車利用の通行ルート選定ポイント＞ 



30  アンケート調査結果の概要【まもる】 

○｢車道左側通行｣は約３～４割程度の人が｢守っている｣と回答。 
○認知度が低いのは、｢歩道通行可の条件｣｢並進禁止｣｢歩道通行方法｣｢路側帯左側
通行｣ 

○ルール･マナーの意識向上に必要な施策は｢学校教育｣｢周知活動｣との意見が多い。 

＜ルール・マナーの認知と遵守＞ ＜ルール・マナーの意識向上施策＞ 

16.8%

34.9%

18.9%

10.0%

23.5%

23.0%

20.6%

66.4%

49.0%

46.8%

37.3%

38.4%

28.8%

52.6%

16.8%

16.1%

34.3%

52.7%

38.1%

48.3%

26.8%

0% 50% 100%

車道通行

車道左端通行

左側路側帯通行

歩道通行可の条件

歩道通行方法

並進禁止

片手運転等

【 一般市民 】

17.0%

29.1%

15.8%

8.6%

24.0%

18.2%

35.3%

66.5%

47.1%

36.3%

37.7%

38.3%

30.9%

39.9%

16.4%

23.8%

47.9%

53.7%

37.7%

50.9%

24.8%

0% 50% 100%

【 中学生】

23.8%

37.3%

26.2%

10.9%

23.5%

19.8%

21.8%

61.0%

43.8%

42.3%

35.8%

39.6%

44.8%

46.9%

15.2%

18.9%

31.5%

53.3%

36.9%

35.4%

31.3%

0% 50% 100%

【 高校生】

16.8%

34.9%

18.9%

10.0%

23.5%

23.0%

20.6%

66.4%

49.0%

46.8%

37.3%

38.4%

28.8%

52.6%

16.8%

16.1%

34.3%

52.7%

38.1%

48.3%

26.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

車道通行

車道左端通行

左側路側帯通行

歩道通行可の条件

歩道通行方法

並進禁止

片手運転等

【 一般市民 】

守っている 知っている 知らなかった

44%

21%

2%

13%

9%

16%

7%

1%

5%

3%

13%

6%

1%

4%

3%

38%

19%

1%

12%

6%

25%

12%

1%

7%

4%

16%

1%

0%

11%

4%

2%

2%

0%

1%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

合計(N=2423）

一般市民

（N=914)

WEB（N=62）

高校生

(N=960)

中学生

(N=487)

学校での安全教

育の実施

家庭での安全教

育の実施

自転車免許制度

の導入

自転車のルール・

マナーの周知活

動

違反者への街頭

指導の強化

特になし

その他



31  アンケート調査結果の概要【まもる】 

○自転車通行で危険と感じるのは｢歩行者が多い時｣が最も多く、次いで｢通行スペ
ースが狭い時｣ ｢車の交通量が多い時｣となっている。 

○保険の加入率は約６割となっている。 
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一般市民（N=966)

WEB(N=59)

高校生(N=968)

加入している 加入を検討している

保険は知っているが加入していない 保険や共済のことをしらなかった

＜自転車通行時の危険体験＞ ＜自転車保険や共済の加入状況＞ 



32  アンケート調査結果の概要【満足度】 

○いずれも｢非常に満足｣＋｢満足｣よりも｢やや不満｣＋｢不満｣が上回っており、全体
として自転車利用環境等への満足度は低い。 

○最も満足度が低いのは、｢自転車利用者のマナー｣となっている。 

自転車走行時 
の安全性 

自転車利用者 
のマナー 

自転車 
の駐車環境 

公共交通 
との連携 

8%

2%

0%

11%

14%

16%

11%

16%

17%

21%

53%

51%

43%

56%

51%

17%

26%

25%

10%

10%

8%

10%

16%

6%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(N=2231)

一般市民（N=897)

WEB(N=61)

高校生(N=794)

中学生(N=479) 

非常に満足 満足 普通 やや不満 不満

6%

1%

0%

9%

10%

10%

8%

13%

13%

11%

47%

45%

30%

53%

44%

19%

33%

34%

9%

11%

17%

14%

23%

16%

24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(N=2418)

一般市民（N=901)

WEB(N=61)

高校生(N=870)

中学生(N=586) 

非常に満足 満足 普通 やや不満 不満

8%

5%

0%

10%

11%

17%

22%

18%

14%

13%

43%

36%

32%

52%

41%

17%

26%

20%

10%

13%

15%

12%

30%

14%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(N=2368)

一般市民（N=914)

WEB(N=59)

高校生(N=960)

中学生(N=555) 

非常に満足 満足 普通 やや不満 不満

8%

4%

0%

10%

11%

15%

19%

7%

13%

14%

53%

51%

47%

59%

50%

13%

18%

25%

8%

10%

11%

8%

22%

10%

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

合計(N=2300)

一般市民（N=914)

WEB(N=59)

高校生(N=960)

中学生(N=538) 

非常に満足 満足 普通 やや不満 不満



33  現状と課題の整理 

○現時点で、自転車の走行空間はほとんど整備されていない。 
○車道の左側に自転車通行の余裕がない道路が多い。 

○安心・安全・快適で分かりやすい自転車走行環境整備 

○自転車の車道左側通行の徹底 

○歩行者が安心して安全に歩ける歩行環境の確保 

課 

題 

○自転車利用が多く、電動アシスト自転車の利用が多い。 

○一般市民（駐輪場利用）の約７割は利用主目的における移動距離が２km以下とな

っており、利用距離は比較的短い。 

○ルート選定は､｢時間的に早い｣｢移動距離が少ない｣が多い。 

○自転車走行時の安全性への満足度が低い。 

○歩行者や自転車が優先される交通環境の整備、自転車が安全で快適に利用できる交
通機能の充実 

○車道通行を基本とした自転車ネットワーク計画の策定とその整備を進めるように提
示(国) 

○誰もが分かりやすく安全に利用できる自転車通行環境の形成の考え方等を提示(府) 

現 

状 

等 

市民アンケ 
ートの結果 

現状 

市上位計画 
の内容 

国・府 
の動向 

は し る 



34  現状と課題の整理 

○自転車関連事故は８年で半分以下に減少、江坂駅周辺や国道479号で多く発生して
いる。 

○さまざまな安全教育・啓発活動を実施している。 

○自転車のルール・マナーの周知徹底と理解の浸透 

○周知活動と学校教育のさらなる充実 

○保険加入の促進 

課 

題 

○車道左側通行を守っていると３～４割の人が回答。 

○ルール･マナーの意識向上に必要な施策は｢学校教育｣｢周知活動｣との意見が多い。 

○保険の加入率は約６割と高い。 

○自転車利用者のマナーの満足度が低い。 

○自転車利用者のマナー向上 

○通行ルール・マナーの周知・徹底を進めるように提示(国) 

○自転車保険加入の義務化、交通安全教育の充実、自転車の安全利用、交通ルール・
マナーの向上を条例で制定(府) 

現 

状 

等 

市民アンケ 
ートの結果 

現状 

市上位計画 
の内容 

国・府 
の動向 

ま も る 



35  現状と課題の整理 

○市営駐輪場の整備台数は約2万台で、利用率は約8割と高い。一部の駐輪場（江坂
駅、ＪＲ吹田駅）においては利用率が10割以上と駐輪場が不足 

○総合的自転車対策事業として、駐輪場管理･撤去･保管･返還･啓発等を一括で実施 

○放置自転車は、平成19年度の1978台から平成27年度の213台まで、大幅に減少 

○撤去自転車は、平成12年をピークに年々減少、15年間で半分以下にまで減少 

○自転車駐車場が不足している駅における量的拡大 

○自転車駐車場の使いやすさや多様な車種への対応 

課 

題 

○自転車駐車環境の満足度が低い。 

○駅周辺における自転車駐車場の整備 

○自転車利用の総合的な取組の一つとして、駐輪対策の実施を提示(国) 

現 

状 

等 

市民アンケ 
ートの結果 

現状 

市上位計画 
の内容 

国・府 
の動向 

と め る 



36  現状と課題の整理 

○7箇所の市営駐輪場で計125台のレンタサイクルを実施している。 

○その他特に自転車の利用促進は進めていない。 

○自転車利用の促進 

○レンタサイクル等の充実と利用促進 

課 

題 

○自動車依存生活からの脱却をめざし、自転車利用や歩いて暮らせるまちづくりを推
進 

○レンタサイクルの活用推進 

○自転車利用の総合的な取組の一つとして、健康・環境・観光振興などの地域の課
題・ニーズに応じた自転車の利用促進を提示(国) 

現 

状 

等 現状 

市上位計画 
の内容 

国・府 
の動向 

つ か う 



37  基本理念（案） 

【基本理念（案）】 
誰にとっても自転車を安心・安
全・快適に利用できる環境づくり
の推進 
 

自転車の走行空間の整備やネットワークル
ートの構築を行うのと同時に、自転車利用
者のルール遵守やマナー向上施策を推進す
ることで、誰にとっても自転車を安心・安
全・快適に利用できる環境を目指す。 

 

【計画の位置付け】 
 本計画は、｢大阪府自転車の安全で適正な利用の促進
に関する条例｣の内容を受けつつ、上位計画である「吹
田市第３次総合計画」に基づき、吹田市がめざす将来像
の実現を推進するための計画とし、吹田市都市計画マス
タープランや吹田市第２次環境基本計画改訂版など、自
転車利用に関連する他の計画と連携するものとして位置
付ける。 

吹田市第３次総合計画（H18.3） 

吹田市都市計画 
マスタープラン 
（H27.3） 

吹田市第２次環境
基本計画改訂版 
（H27.3） 

吹田市地域公共
交通連携計画 
（H22.3） 

吹田市まち･ひと･
しごと創生総合戦
略（H28.3） 

(仮称)吹田市自転車走行環境整備計画 

大阪府自転車の
安全で適正な利
用の促進に関す
る条例 
（H27.3） 

安全で快適な自
転車利用環境創
出ガイドライン
改定版 
（H28.7） 

※当会議における議論を促すために事務局で作成したたたき台であり、 
  本日の議論等を経て加除変更するものです。 



38  基本方針（案） 

○車道走行を中心とした安心・安全・快適で分か
りやすい自転車走行環境を実現 

○ニーズ等に対応した自転車の走行環境ネットワ
ークを構築 

 ・市街地が広がる市内全域を対象に、幹線道路 
  を中心とした自転車ネットワークを構築 
 ・利用ニーズ、事故発生状況、道路状況などを 
  考慮し、ネットワーク対象となる道路を抽出 
 ・整備形態、優先順位を検討し、整備を推進 

○「知らない」・「知っている」から「守ってい
る」へ行動の変化を促す、理解を深める安全教
育の実施 

○自転車のルール・マナーを自転車利用者だけで
なく、歩行者・ドライバーにも周知・徹底 

○ライフステージに合わせた安全教育の実施 

基 本 方 針（案） 

は し る 

ま も る 

※当会議における議論を促すために事務局で作成したたたき台であり、 
  本日の議論等を経て加除変更するものです。 

○多様なニーズに対応した、便利で使いやすい自
転車駐輪環境の実現 

○地域や商店街等と協働した取組みによる放置自
転車の削減 

○住民及び来街者の自転車利用の利便性向上によ
る利用促進（自動車からの転換促進） 

○レジャーやスポーツ等を通じた自転車利用の促
進や、自転車関連イベントなどの実施による、
自転車文化の創造・発展 

と め る 

つ か う 

自転車の走行及び駐輪環境の充実 
が利用促進を後押し 

分かりやすい自転車走行環境整備により
自転車走行ルールの順守を誘導 



39  目標項目（案） 

●自転車走行空間の整備延長 

 参考値：平成27年 0.7ｋｍ 

●市民満足度（ 非常に満足 と 満足 の合計） 

 目標値：平成33年 48％ 

（参考値：平成27年 24％） 

●自転車関連事故件数 

 参考値：平成27年 258件 

●全事故に占める自転車関連事故の割合 

 参考値：平成27年 25％ 

●市民満足度（ 非常に満足 と 満足 の合計） 

 目標値：平成33年 32％ 

（参考値：平成27年 16％） 

●放置自転車台数 

 参考値：平成27年 213台 

●市民満足度（ 非常に満足 と 満足 の合計） 
 目標値：平成33年 50％ 

（参考値：平成27年 25％） 

目 標 項 目（案） 

●パーソントリップ調査における自転車分担率 

 参考値：平成22年 17.8％ 

●市民満足度（ 非常に満足 と 満足 の合計） 

 目標値：平成33年 46％ 

（参考値：平成27年 23％） 

※当会議における議論を促すために事務局で作成したたたき台であり、 
  本日の議論等を経て加除変更するものです。 

は し る 

ま も る 

と め る 

つ か う 


